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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月15日(2018.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気活性材料としてのリチウムを含む第１電極；
　第２電極；および
　該第１電極および第２電極の間に配置された複合体；
を含み、
　該複合体が、
　　平均細孔径を有する細孔を含むセパレータ；および
　　該セパレータに接合したイオン伝導体層；
を含み、
　該セパレータが、少なくとも約１０４［Ω・ｍ］のバルク電気抵抗率を有し、
　該イオン伝導体層が、少なくとも１０－６［Ｓ／ｃｍ］のリチウムイオン伝導率を有し
、
　該イオン伝導体層が、０．１～２０重量％の酸化物含有量を有するリチウムオキシスル
フィドを含み、および／または該イオン伝導体層が、０．００１：１～１．５：１の硫黄
原子に対する酸素原子の原子比（Ｏ：Ｓ）を有するリチウムオキシスルフィドを含む、電
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気化学電池。
【請求項２】
　前記イオン伝導体層が、０．０１：１～０．２５：１の硫黄原子に対する酸素原子の原
子比（Ｏ：Ｓ）を有するリチウムオキシスルフィドを含む、請求項１記載の電気化学電池
。
【請求項３】
　前記リチウムオキシスルフィドを含むイオン伝導体層が、複数のイオン伝導体層を含む
多層構造体の一部である、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項４】
　前記セパレータが、少なくとも１０１０［Ω・ｍ］；任意に、１０１０～１０１５［Ω
・ｍ］のバルク電気抵抗率を有する、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項５】
　前記セパレータが、固体の、ポリマーセパレータである、請求項１記載の電気化学電池
。
【請求項６】
　前記セパレータが、ポリマーバインダーと、セラミックまたはガラス質／セラミック材
料を含む充填剤との混合物を含む固体である、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項７】
　前記セパレータの表面上に前記イオン伝導体層を付着させる前に、前記セパレータの表
面にプラズマ処理を行うことによって、前記複合体を形成する、請求項１記載の電気化学
電池。
【請求項８】
　前記リチウムオキシスルフィドが、式：
　　　　　ｘ(ｙＬｉ２Ｓ＋ｚＬｉ２Ｏ)＋ＭＳ２

（式中、Ｍは、Ｓｉ、Ｇｅ、またはＳｎであり、ｙ＋ｚ＝１であり、ｘは０．５～３の範
囲であってもよい）
を有する、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項９】
　前記イオン伝導体層が、無機イオン伝導体材料の０～３０重量％のガラス形成添加剤を
含む、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項１０】
　前記イオン伝導体層が、１つ以上のリチウム塩を含む、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項１１】
　前記１つ以上のリチウム塩を、０～５０モル％の範囲で、前記無機イオン伝導体材料に
加える、請求項８記載の電気化学電池。
【請求項１２】
　前記複合体が、２５℃でのリチウムイオン伝導率少なくとも１０－５［Ｓ／ｃｍ］を有
する、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項１３】
　前記セパレータの平均細孔径に対する前記イオン伝導体層の厚さの比（無機イオン伝導
体層の厚さ：セパレータの平均細孔径）が、少なくとも１．１：１である、請求項１記載
の電気化学電池。
【請求項１４】
　前記セパレータおよび前記イオン伝導体層の間の接着強度が、少なくとも３５０Ｎ／ｍ
である、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項１５】
　前記セパレータおよび前記イオン伝導体層の間の接着強度が、ＡＳＴＭ Ｄ３３５９‐
０２規格に準拠するテープ試験を合格する、請求項１記載の電気化学電池。
【請求項１６】
　第１電気活性材料がリチウムを含む、請求項１記載の電気化学電池。
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【請求項１７】
　第１電気活性材料が、リチウム金属および／またはリチウム合金を含む、請求項１記載
の電気化学電池。
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